
第
七
十
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
十
五
条
の
十
五

主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を

営
む
障
害
児
に
係
る
療
育
指
導
、
発
達

障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
（
発
達
障
害
者

支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十

七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。）

の
設
置
運
営
そ
の
他
特
に
専
門
性
の
高

い
相
談
支
援
事
業
、
都
道
府
県
の
区
域

内
に
お
け
る
相
談
支
援
の
体
制
に
関
す

る
協
議
を
行
う
た
め
の
会
議
の
設
置
そ

の
他
障
害
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な

事
業
で
あ
っ
て
広
域
的
な
対
応
が
必
要

な
も
の

主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を

営
む
障
害
児
に
係
る
療
育
指
導
及
び
発

達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
（
発
達
障
害

者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い

う
。）の
設
置
運
営
そ
の
他
特
に
専
門
性

の
高
い
相
談
支
援
事
業

第
六
十
八
条
の
三

市
町
村

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村

第
七
十
一
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
十
五
条
の
十
五

主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を

営
む
障
害
児
に
係
る
療
育
指
導
、
発
達

障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
（
発
達
障
害
者

支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十

七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。）

の
設
置
運
営
そ
の
他
特
に
専
門
性
の
高

い
相
談
支
援
事
業
、
都
道
府
県
の
区
域

内
に
お
け
る
相
談
支
援
の
体
制
に
関
す

る
協
議
を
行
う
た
め
の
会
議
の
設
置
そ

の
他
障
害
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な

事
業
で
あ
っ
て
広
域
的
な
対
応
が
必
要

な
も
の

主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を

営
む
障
害
児
に
係
る
療
育
指
導
そ
の
他

特
に
専
門
性
の
高
い
相
談
支
援
事
業

第
六
十
八
条
の
三

市
町
村

中
核
市
以
外
の
市
町
村
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前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
補
装
具
の
購
入
又
は
修
理
が
完
了
し

た
後
に
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
並
び
に
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
添
付
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
等
の
意
見
聴
取
等
）

第
六
十
五
条
の
八

市
町
村
は
、
補
装
具
費
の
支
給
に
当
た
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
身
体
障
害
者
福

祉
法
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
そ
の
他
の
次
条
に
定
め
る
機
関（
次
項
に
お
い
て「
身

体
障
害
者
更
生
相
談
所
等
」
と
い
う
。）の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
等
は
、
補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
補
装
具
に
関
し
、
当
該
支
給
に
係
る
障
害
者
等
の

身
体
に
適
合
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
、
当
該
補
装
具
の
販
売
事
業
者
又
は
修
理
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
助
言
及

び
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
七
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
）

第
六
十
五
条
の
九

法
第
七
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
は
、
指
定
自
立
支
援
医
療

機
関
（
精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の
を
除
く
。）及
び
保
健
所
と
す
る
。

第
四
章
を
第
五
章
と
す
る
。

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

事
業
及
び
施
設

第
六
十
六
条
の
見
出
し
中
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
第
一
号
中
「
事
業
の
種
類
」
の
下
に「（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
短
期
入
所
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
（
施
設
を
必

要
と
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
に

限
る
。）、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
又
は
福
祉
ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
事
業
を
行
お
う
と
す
る

者
に
あ
っ
て
は
、当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
、種
類（
短
期
入
所
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。）、

所
在
地
及
び
利
用
定
員

第
三
章
中
第
六
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
障
害
者
支
援
施
設
に
関
す
る
届
出
）

第
六
十
八
条
の
二

法
第
八
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

二

施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
内
容

三

建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
そ
の
図
面
及
び
設
備
の
概
要

四

事
業
内
容
及
び
運
営
の
方
法

五

利
用
定
員

六

職
員
の
定
員
及
び
主
な
職
員
の
履
歴
書

七

収
支
予
算
書

八

事
業
の
開
始
の
予
定
年
月
日

第
六
十
八
条
の
三

令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
支
援
施
設
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
設
の
休
止
又
は
廃
止
の
理
由
及
び
そ
の
予
定
期
日

二

現
に
便
宜
を
受
け
、
又
は
入
所
し
て
い
る
者
に
対
す
る
措
置

三

施
設
の
建
物
及
び
設
備
の
処
分

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章

地
域
生
活
支
援
事
業

（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
六
十
五
条
の
十

法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
訪
問
等
の
方

法
に
よ
る
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
介
護
者
に
係
る
状
況
の
把
握
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
並

び
に
相
談
及
び
指
導
、
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
介
護
者
と
市
町
村
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
等
、
医
療
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
、
地
域
に
お
け
る
障
害
福
祉
に
関
す
る
関
係
者
に
よ
る
連
携
及
び
支
援
の
体

制
に
関
す
る
協
議
を
行
う
た
め
の
会
議
の
設
置
そ
の
他
の
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
介
護
者
に
必
要
な

支
援
と
す
る
。

（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
六
十
五
条
の
十
一

法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
要
約
筆
記

等
と
す
る
。

（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
六
十
五
条
の
十
二

法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
同
号
に
規

定
す
る
手
話
通
訳
等
を
行
う
者
の
派
遣
及
び
設
置
そ
の
他
障
害
の
た
め
に
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る

障
害
者
等
に
必
要
な
支
援
並
び
に
日
常
生
活
上
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
用
具
で
あ
っ
て
同
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
も
の
の
給
付
及
び
貸
与
と
す
る
。

（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
六
十
五
条
の
十
三

法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
地
域
活
動

支
援
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
六
十
五
条
の
十
四

法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
創
作
的
活

動
又
は
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
の
促
進
そ
の
他
障
害
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
支
援
と
す
る
。

˜š


		2006-09-28T12:17:37+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




